
 

 

 

 

 

 
 

 

令和 7 年度は、849 件の相談をいただきました。 

相談者は、丹波圏域在中の方が多く、がんの種類としては、乳房・大腸・小腸・肺・胃・膀胱が多かったです。 

各種がんについてはもちろん、予防や検診、医療費のことなど何でもご相談していただけます。 

また、当院の受診有無にかかわらず、無料で対応させていただいています。秘密は厳守させていただきますので、

お気軽にご利用ください。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荻野様は、数年前より手作りのケア帽子をがん相談支援センターに寄付して               

いただいています。昨年度は約 55 枚のケア帽子をいただきました。 

患者さんから沢山の感謝の気持ちが届いていたので荻野様に伝えさせていただき            

ました。 

ケア帽子はいろいろな柄があります。ご希望の方は気軽にお声かけくださいね。 

                                                 

※ケア帽子とは、治療

の副作用などで脱毛し

ている時に頭部を保護

するための帽子です 

手作りケア帽子を頂きました 
 

     

相談者の属性 相談内容 

治療の副作用で

毛が抜けた際

に、ケア帽子に

助けてもらいま

した。 

自分で作ろうと

思ってもこんな

上手にできない

です。 

感謝の一例 
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就労・経済面などの社会生活

日常生活行動

検診

その他

こころの問題

外来受診・入退院・転院

病気（症状含む）や治療



 

 

   

 がん治療では、手術や抗がん剤治療、放射線治療などにより医療費が高額になることがあります。そのよう

な場合に患者さんの経済的負担を軽減する仕組みが「高額療養費制度」です。 

 高額療養費制度とは、1 か月に支払った医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、その超えた分が

後から払い戻される制度です。自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。 

 制度を利用する方法はいくつかありますが、現在の主流はマイナ保険証を利用する方法です。マイナ保険証

を利用し、限度額情報の提供に同意いただくことで、事前の申請手続きを行わなくても、窓口での支払いを自

己負担限度額までに抑えることができます。 

 そのほか、従来どおり「限度額適用認定証」を利用する方法もあります。この場合は、加入している健康保

険へ事前の申請手続きが必要です。 

 また、いったん患者さんご自身が医療費を支払い、後ほど加入している健康保険へ

高額療養費の支給申請を行う方法もあります。この場合は一時的に高額な立て替えが

発生し、払い戻しまでに数か月を要することがあります。   

治療費や保険制度について疑問がある場合は、1 階総合受付までお気軽にご相談ください。 

  

 

  今年度のサロンの予定です      がん相談支援センターリーフレットをリニューアルしました         

      

                                   がん相談支援センターの場所と連絡先が                                   

わかりやすくなりました。                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒669-3495 兵庫県丹波市氷上町石生 2002 番地 7 TEL：0795-88-5200（代） 

兵庫県立丹波医療センター がん相談支援センター発行  監修：藤田 敏忠 編集：がん相談支援センター部会 

 

が ん 患 者 サ ロ ン  

 
がんの患者さんやそのご家族など、同じ立場の人が 

がんのことを気軽に本音で語り合う交流の場です 

全がん種対象患者サロン 

6/23（火） 10/27（火） 

14： 00～ 15 ： 00  

乳がん対象患者サロン 

5/22（金） 2/19（金） 

14： 00～ 15 ： 00  

サロン内容や、参加について気になること等、何でもおたずね下さい。 

場所： 

2階講堂 

 

お問い合わせ ：    がん相談支援センター 担当： 堀 西尾 

 
0795－88－5200（代表） 

 

＊当日参加や途中退室も可能です＊ 

＊やむを得ず日時変更する可能性があります＊ 

 

兵庫県立丹波医療センター 

 

7/3（金） 12/4（金） 13： 00～ 15： 00 

（2027） 

高額療養費制度をご存じですか？ 


